
「働き方改革の推進に関する行動計画（第２版）」の策定について 

 

「働き方改革の推進に関する行動計画（平成３０年３月２３日理事会承認）」

について、労働基準法の時間外労働の罰則付き上限規制適用後の日空衛とし

て目指す目標及び目標実現に向けた取り組みを定め、日空衛と会員企業が一

丸となって、空調衛生工事業の働き方改革の更なる推進を図るため、同計画を

見直し、令和７年３月１９日の理事会において「働き方改革の推進に関する行

動計画（第２版）」として承認されました。 

 

日空衛の働き方改革実現に向けた目標について、引き続きご理解いただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 

令和７年３月１９日 

 

一般社団法人 日本空調衛生工事業協会 

会 長 藤澤 一郎 
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働き方改革の推進に関する行動計画（第２版） 

令和７年３月１９日 

Ⅰ．改定に当たって

日空衛の「働き方改革の推進に関する行動計画（以下「本行動計画」という。）」

は、平成３０年３月、空調衛生工事業の将来を見据え、空調衛生工事業が真にや

りがいがあり、健全に運営され、働く人を大切にする産業、夢や希望に満ちあふ

れた産業となることを目指し、業界を挙げて働き方改革に取り組んでいくため

策定された。具体的には、平成２９年３月に政府の働き方改革実現会議において

「働き方改革実行計画」が策定され、建設業については、労働基準法の改正法施

行後５年間の猶予期間を設けた上で、時間外労働の罰則付き上限規制を適用す

ることとされたことから、企業会員に対するアンケート調査によって把握され

た実態を踏まえ、生産性の向上、業務の効率化等を進めることにより、段階的に

長時間労働の是正、休日取得の増加を図ることとした。

 本行動計画策定を受け、日空衛としては、働き方改革の推進に関する各種パン

フレットや会員企業の働き方改革の推進に関する事例集の作成、働き方改革セ

ミナーの開催等により会員企業の取り組みを促すとともに、令和 5年度からは、

設備工事業として同様に後工程を担う（一社）日本電設工業協会と共同して、会

員企業に見積提出時等の働き方改革に関する要請の励行を求めるとともに、主

要な公共工事の発注者、民間発注者団体、総合工事業団体に対し、働き方改革関

連法遵守等に向けた要請活動を行ったところである。

 政府においても、平成２９年６月の建設業の働き方改革に関する関係省庁連

絡会議において、① 適正な工期設定・施工時期の平準化、② 社会保険の法定福

利費や安全衛生経費の確保、③ 生産性向上、④ 適正な工期設定等のためのガ

イドラインの策定と周知、⑤ 不適正な工期への対応の強化、⑥ 毎年度のフォ

ローアップ等に取り組んでいくことが確認されたところである。これを受けて、

令和元年６月の建設業法等の改正により、適正な工期設定を通じて長時間労働

を是正するとともに、週休二日を確保するため、中央建設業審議会が建設工事の

工期に関する基準を作成・勧告することができることとされ、令和２年７月に

「工期に関する基準」が作成・勧告された。その後、令和６年３月に、時間外労

働の上限規制遵守の徹底を図るため、同基準の見直しが行われるとともに、同年

６月には、再度建設業法等が改正され、１２月に価格転嫁・工期変更協議の円滑

化ルール、ICT活用による現場管理の効率化、現場技術者の専任義務の合理化等

の措置が施行されたところである。 

また、他の建設業団体においても、様々な取り組みが進められる中、令和６年
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３月からは建設業４団体において、「目指せ！建設現場 土日一斉閉所」運動が実

施されている。 

このような広範な取り組みにより、平成２９年度から毎年度実施している企

業会員に対するフォローアップ調査によれば、企業会員の従業員の残業時間、休

日取得の状況については、企業規模に関わらず年々改善の傾向が見られる。例え

ば、年間の残業時間については、３６協定の特別条項による上限である年７２０

時間を超える従業員の割合は、全体で平成３０年度の２０．６％から令和５年度

には１３．７ポイント減の６．９％に、工事部門でも３０．８％から２０．４ポ

イント減の１０．４％に改善しており、休日取得についても、月８休日以上の従

業員の割合が、全体で７１．６％から１２．０ポイント増の８３．６％に、工事

部門でも５８．６％から１７．８ポイント増の７６．４％となっている。この傾

向は、上限規制適用後の令和 6年度の上半期についても継続しており、特に、施

工現場の４週８閉所については、前年度に比べ２７ポイント増の６５％の現場

で実施されている。 

 空調衛生工事業の将来の担い手を確保するためには、長時間労働を前提とし

た労働慣行からの脱却を図り、実労働時間の短縮とともに、施工現場の 4週 8閉

所の実現により、全ての職場において完全週休二日を実現していくことが必要

不可欠である。さらには、生産年齢人口の減少に備え、オフサイト化、自動化に

よる省力化を進めることも重要である。また、このような働き方改革の推進が、

「日空衛人材ビジョン」（平成２８年５月）で求めている女性、外国人材等の多

様な人材の活躍の促進にも資することとなる。 

このようなことから、本行動計画を改定し、空調衛生工事業で働く者の全ての

ワークライフバランスの実現を目指し、時間外労働の上限規制適用後の新たな

目標の実現に向け、日空衛及び会員企業は全力を挙げて取り組むものとする。 

なお、取り組みの実施に当たっては、受注産業である建設業の働き方改革は発

注者の理解が必要不可欠であるとともに、設計と施工との関係や一つの工事現

場に様々な業種、企業が活動していることから、関係機関や関係団体が連携して

いくことが重要であり、丁寧なコミュニケーションの積み重ねにより、空調衛生

工事業に関わる全てのステークホルダーとの協調を築いていくことが求められ

る。 

 

Ⅱ．日空衛として目指す目標 

１．長時間労働の是正 

  会員企業は、労働基準法の時間外労働の上限規制を遵守しつつ、引き続き生

産性の向上、業務の効率化等を推進することにより、更なる労働時間の短縮を

図ることとし、日空衛としての令和１１年度末までの自主目標を以下の通り

設定する。 
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◎ 時間外労働について、労働基準法の原則（月４５時間以内、年３６０時

間以内）の範囲内となるよう努める。 

◎ 臨時的な特別の事情により止むを得ず特別条項を利用する場合も、単

月で６０時間以内、年６３０時間（注）以内となるよう努める。 

      （注）630時間＝45時間＊6 ケ月＋60時間＊6ケ月 

 

     ＜労働基準法の上限規制の内容＞ 

⚫ 原則は、月４５時間以内、年３６０時間以内。  

⚫ 臨時的な特別の事情がある場合には、 

・ 年７２０時間以内 

・ 複数月平均で、休日労働を含んで８０時間以内 

・ 休日労働を含んで単月１００時間未満 

・ 特例の適用は年６回まで 

 

 

２．週休２日、施工現場の土日閉所の推進 

（１） 会員企業は、本社・支店等だけでなくすべての施工現場を対象として

完全週休２日（４週８休）を推進する。 

施工現場については、改修工事、災害復旧工事等の場合を除き、令和

１１年度末までに４週８閉所以上の達成を目指す。 

   

（２） 下請工事の場合及び元請工事でも新築工事等主体となる建築工事があ

る場合には、元請業者又は主体となる建築工事業者と週休２日、土日閉

所の推進について協議し、（１）の目標達成に努める。 

 

 ３．年次有給休暇の取得促進 

   会員企業は、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気の醸成により、従業員の

年次有給休暇の取得促進に努める。また、年次有給休暇の計画的付与制度、

時間単位の年次有給休暇制度等の導入について検討する。目標数値につい

ては、日空衛において企業会員の実態を調査の上、検討する。 

 

Ⅲ 目標の実現に向けた取り組み 

  Ⅱの日空衛として目指す目標の実現に向けて、会員企業は各社の実情に応

じ、以下の取り組みを推進することとし、日空衛は各会員企業の取り組みを支

援する。 

 

 １．経営者のリーダーシップと企業内啓発活動の推進 
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働き方改革の推進に向けて、経営者自らがリーダーシップを発揮し、改革

の先頭に立って取組を進める。 

また、引き続き働き方改革についての企業内啓発活動を推進する。 

 

２．生産性の向上、業務の効率化 

（１）技術者のスキルアップ 

生産性の向上に資するため、工程・品質・安全・資材管理等の施工管理

及び設計施工図等の作成や原価管理等の研修の充実により、技術者のスキ

ルアップを図る。 

 

（２）建設ＤＸ等の推進 

ＢＩＭの活用により、設計図や施工図の精度向上に努め、より効率的な

機器配置や搬出入経路の検討により、生産からメンテナンスまでの生産性

の向上に努める。また、ＩＣＴ、ＡＩ技術の導入や技術開発に努め、施工

における省力化や生産効率の向上を進める。 

 

 （３）施工現場の省力化の推進 

    施工現場以外での機材の製造や組み立て作業を行うオフサイト化を推

進するとともに、施工現場における自動化・ロボット化のための技術開発

を推進することにより、施工現場の省力化を進める。 

 

 （４）施工現場の支援体制の強化 

    施工現場の業務の洗い出しを行い、現場以外でも実施可能な業務の移

管による部門間の業務の平準化、施工現場の支援体制の拡充強化を進め

る。 

 

 ３．工事関係書類の簡素化 

    発注者や元請業者から作成・提出を求められる工事関係書類について、

ＩＣＴの活用により省力化を図るとともに、書類の簡素化について発注

者、元請業者に対し積極的に提案する。 

 

 ４．従業員の健康及び福祉の充実 

 （１）労働時間管理の徹底 

    「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイ

ドライン」（平成２９年１月、厚生労働省策定）に基づき、管理監督者を

含む全ての従業員の労働時間の管理を適正に行うよう努める。 
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 （２）長時間労働の従業員に対する措置の充実 

終業から始業までの休息時間の確保を図るための勤務間インターバル

制度の導入等長時間労働を行った従業員の健康・福祉を確保するための措

置の充実に努める。 

 

（３）変形労働時間制の導入検討 

改修工事に従事する従業員の休日数を確保するため、変形労働時間制の

導入について検討する。 

 

（４）現場事務所の環境改善 

    現場事務所の環境の改善に努める。また、日空衛において、会員企業の

取組事例を収集する等促進方策を検討する。 

 

５．適正な工期の確保 

  「工期に関する基準」（令和２年７月中央建設業審議会決定）を踏まえた

適正な工期設定を行うとともに、発注者等に対し、「働き方改革の推進につ

いて」（令和５年７月理事会決定）に基づき、働き方改革関連法の遵守およ

び適正な契約変更に関するお願いについて（令和６年１１月理事会決定）で

示された要請文のひな形を活用し、見積書提出時の要請等を積極的に行う。 

 

６．関係機関、関係団体等との連携 

 （１）（一社）日本電設工業会との連携 

   発注者、総合工事業団体等への要請活動を引き続き協力して行うととも

に、工事現場の土日一斉閉所、作業工程の効率化等について共同して取り組

む。 

 

 （２）協力会社団体との連携 

   配管、ダクト、保温保冷業者団体等の協力会社団体と連携し、技能者の働

き方改革の推進を図る。 

 

（３）総合工事業団体との協働 

    建築現場の作業工程の効率化について、総合工事業団体との意見交換

等について検討する。 

 

 ７．技能者の育成・確保 

 （１）社会保険加入の推進 

技能者の処遇改善等の観点から、引き続き、社会保険加入の推進に積極的
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に取り組む。 

法定福利費の内訳明示は社会保険加入の推進につながり、新規入職の促進

や離職抑制の効果があることから、令和６年６月の建設業法の改正を踏まえ、

法定福利費等の内訳を明示した見積書の積極的活用を図る。 

 

 （２）規制逃れを目的とした一人親方化の防止 

   一人親方の取組に関する申合せ（令和６年６月２０日 建設キャリアア

ップシステム処遇改善推進協議会申合せ）に基づき、一人親方が入場する現

場において、チェックリスト等の活用を図る。 

 

 （３）建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）の活用 

   技能者の処遇改善を目指す建設キャリアアップシステムについて、毎年

度の推進方策に基づき、その活用を推進する。 

 

８．設計精度の向上 

 設計図書間の不整合等により建築不能な案件、建築物としての機能を発揮で

きない案件等の設計精度に問題のある事例を収集し、発注関係機関、設計事務

所団体等に改善を要請する。 

 

９．好事例の展開 

日空衛として、働き方改革や生産性向上に関する先進企業の好事例やアイデ

アについての情報共有に努め、「働き方改革ウェビナー」等により会員に展開

し、業界全体としての取組の促進を図る。 

 

 10．フォローアップ調査の継続実施 

  日空衛として、これまでの会員企業の従業員の時間外労働、休日取得状況に

加え、施工現場の閉所状況、労働時間管理の状況、年次有給休暇の取得状況等

について、毎年度フォローアップ調査を実施し、会員間で情報共有を図りなが

ら、本行動計画の推進を図る。 

 

Ⅳ 計画の見直し 

  毎年度のフォローアップ調査の結果、働き方改革に関する諸情勢の変化に

応じ、適宜本行動計画の見直しを行う。 


